
Ⅳ－Ⅱ－１ Ⅳ－Ⅱ－１ 

１ 関係機関の連携による支援体制等の整備

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

アンケート調査 ・「男女共同参画に関する県民意識調査と生活基礎
の実施 調査」を実施し、女性の人権、ＤＶなどの女性に

対する暴力についての現状把握に努めた。
・女性に対する暴力防止セミナーで参加者アンケート

を実施し、ＤＶ被害の状況について現状把握に努め
た。

配偶者暴力相談
支援センター事業

・女性相談所を配偶者暴力相談支援センターとして位
置づけ、関係機関と連携し、総合的な支援を実施。

健康福祉部こども家
庭室

心理判定員や精神科医師などの専門職員による心の
ケアを実施。
心理療法担当職員による心理療法等

延べ実施回数 79回

男女共同参画セン
ターでの相談

・男女共同参画センター「フレンテみえ」で、男女共
同参画に関する電話相談、面接相談を実施。
うち、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に
関する相談件数 472件

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

人権相談ネット
ワーク会議の開催

みえ地域人権相談
ネットワーク構築
事業

ＤＶ防止基本計画
の推進

配偶者からの暴力 ・関係機関相互の情報共有、連携を図るために配偶者
防止等連絡会議を からの暴力防止等連絡会議を開催した。
開催 ［構成機関］警察本部、地方裁判所、家庭裁判所、

福祉事務所、母子生活支援施設協議会、歯科医師
会、男女共同参画センター、人権センター等

開催回数 1回

地域配偶者等暴力
防止会議の設置

・地域の関係機関の連携のため、地域配偶者等暴力防
止会議を福祉事務所単位に設置(5地域）

健康福祉部こども家
庭室

相談員の資質向上 ・県内の女性相談員等の資質向上を図るため、研修会
を開催

開催回数 6回

生活・文化部人権セ
ンター

健康福祉部こども家
庭室

健康福祉部こども家
庭室

健康福祉部こども家
庭室

Ⅳ－Ⅱ 男女共同参画を阻害する暴力等への取組

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部人権セ
ンター

・18の行政関係相談機関により人権相談に係る意見、
情報の交換や連絡調整など連携をはかった。

開催回数 2回

・地域住民の身近な人権相談に応じるため、民間相談
員（ＮＰＯ・自主活動団体相談員含む）と行政機関
相談員が互いに交流し、人権に配慮した相談体制の
充実がはかれるよう、相談員のスキルアップ講座を
開催。

2期 16講座を開催 参加者 946人

・平成18年3月に策定した「三重県ＤＶ防止及び被害
者保護・支援基本計画」に基づき、取組を実施する
とともに、平成21年3月同計画を見直し改定を行っ
た。
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Ⅳ－Ⅱ－１ Ⅳ－Ⅱ－１ 

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

女性に対する暴力 ・県民に向けた啓発セミナーとして「女性に対する暴
防止セミナーの実 力防止セミナー」を伊勢市と連携し実施
施 平成21年11月21日（土）

開催場所：伊勢市ハートプラザみその
講師：川喜田好恵さん（フェミニストカウンセラー)
参加者数：90人

ＤＶ被害者のケア ・ＤＶ被害者のケアや予防策として、男女共同参画セ
・予防策 ンター「フレンテみえ」で、自己尊重・自己主張ト

レーニングを実施
受講者数 自己尊重トレーニング 全5回 98人

自己主張トレーニング 全5回 83人
mini自己主張トレーニング 全3回  31人

・若年層を対象としたＤＶ未然防止プログラムの開発
とそれを活用したセミナー等の実施（全5回）

カード型ＤＶ相談 ・加害者に気づかれずに相談機関を利用できるよう配
機関一覧の作成 慮した名刺サイズのカード型ＤＶ相談機関一覧を日

本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、
タイ語、タガログ語の7ヶ国語で作成した。
  作成部数：日本語版41,000部、多言語版各1,100部

相談員の資質向上 ・県内の男女共同参画センターにおける相談員の資質
向上を図るため、内閣府の配偶者からの暴力被害者
支援アドバイザー派遣事業を活用して研修会を開催

開催回数 2回

警察担当職員対象
の研修

・ストーカー、配偶者暴力対策、犯罪被害者支援及び
安全相談を担当する警察職員を対象に、技能向上の
ための研修を実施した。

警察本部警務部広聴
広報課
警察本部生活安全部
生活安全企画課

被害者対応職員の
資質向上

・犯罪被害者支援の専門知識・技術の習得のため、研
修会等に参加した。

全国被害者支援研修会  1人
    全国被害者支援フォーラム       1人

警察本部警務部広聴
広報課

専門家による相談
を実施

・性犯罪被害者、ＤＶ被害者、児童虐待被害者等に対
する専門家による専門相談（法律相談・カウンセリ
ング）を実施した。

    法律相談 15件 カウンセリング 18件

警察本部警務部広聴
広報課

民間の被害者支援
団体の設立

・犯罪被害者支援のための民間団体「公益社団法人
みえ犯罪被害者総合支援センター」を設立
（H18.4.3）し､本格的な支援業務を展開するととも
に、各種講習会、研修会を通じて関係機関・団体と
の意見交換を実施した。

警察本部警務部広聴
広報課

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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Ⅳ－Ⅱ－１ Ⅳ－Ⅱ－１ 

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

相談機関ネット
ワーク会議の開催
など

・県内の相談機関により構成される「犯罪被害者支援
連絡協議会」を各警察署単位で開催し、意見交換を
行うとともに、専門相談員（臨床心理士等）による
講習会、研修会を開催した。

警察本部警務部広聴
広報課

広報啓発活動の推
進

・「犯罪被害者週間(11月25日～12月1日)」を始め、
様々な機会を通じた広報・啓発活動を推進した。

・県警だより、ミニ広報誌等の警察広報媒体のほか、
各種広報媒体を活用し、相談窓口の紹介や利用促
進、各種支援制度に関する情報提供など県民への啓
発活動を推進した。

警察本部警務部広聴
広報課
警察本部生活安全部
生活安全企画課
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Ⅳ－Ⅱ－２ Ⅳ－Ⅱ－２

２ ドメスティック・バイオレンス対策の推進

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

女性に対する暴力 ・県民に向けた啓発セミナーとして「女性に対する暴
防止セミナーの実 力防止セミナー」を伊勢市と連携し実施
施 平成21年11月21日（土）

開催場所：伊勢市ハートプラザみその
講師：川喜田好恵さん（フェミニストカウンセラー)
参加者数：90人

カード型ＤＶ相談 ・加害者に気づかれずに相談機関を利用できるよう配
機関一覧の作成 慮した名刺サイズのカード型ＤＶ相談機関一覧を日

本語、英語、ポルトガル語、スペイン語、中国語、
タイ語、タガログ語の7ヶ国語で作成した。
  作成部数：日本語版41,000部、多言語版各1,100部

配偶者暴力相談
支援センター事業

・女性相談所を配偶者暴力相談支援センターとして位
置づけ、関係機関と連携し、総合的な支援を実施
し、またさらに心理判定員や精神科医師などの専門
職員による心のケアも実施した。

健康福祉部こども家
庭室

相談件数 1,315件（うちＤＶ 395件）

一時保護の実施 ・女性相談所において一時保護を実施するとともに、
母子生活支援施設等へ一時保護を委託

健康福祉部こども家
庭室

一時保護実施人数 実人員 81人
（うち、こども等81人）
施設等への一時保護委託人数 実人員 15人

女性相談員の配置 ・女性相談所、各福祉事務所に女性相談員を8人配置
し、身近に相談できる体制を整備

健康福祉部こども家
庭室

男女共同参画セン
ターでの相談

・男女共同参画センター「フレンテみえ」で、男女共
同参画に関する電話相談、面接相談を実施。
うち、ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ）に
関する相談件数 472件

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

相談員の資質向上 ・県内の男女共同参画センターにおける相談員の資質
向上を図るため、内閣府の配偶者からの暴力被害者
支援アドバイザー派遣事業を活用して研修会を開催

開催回数 2回

配偶者からの暴力
防止等連絡会議を
開催

・関係機関相互の情報共有、連携を図るために配偶者
からの暴力防止等連絡会議を開催
［構成機関］警察本部、地方裁判所、家庭裁判所、

福祉事務所、母子生活支援施設協議会、歯科医師
会、男女共同参画センター、人権センター等

開催回数 1回

健康福祉部こども家
庭室

人権センターでの
相談

生活・文化部人権セ
ンター

・人権センターの人権相談において、ＤＶに関する
相談対応数 17件

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室
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Ⅳ－Ⅱ－２ Ⅳ－Ⅱ－２

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

地域配偶者等暴力
防止会議の設置

・地域の関係機関の連携のため、地域配偶者等暴力防
止会議を福祉事務所単位に設置(5地域）

健康福祉部こども家
庭室

相談員の資質向上 ・県内の女性相談員等の資質向上を図るため、研修会
を開催

開催回数 6回

ＤＶ防止基本計画
の推進

ＤＶ被害者のケア ・ＤＶ被害者のケアや予防策として、男女共同参画セ
・予防策 ンター「フレンテみえ」で、自己尊重・自己主張ト

レーニングを実施
受講者数 自己尊重トレーニング 全5回 98人

自己主張トレーニング 全5回 83人
mini自己主張トレーニング 全3回  31人

・若年層を対象としたＤＶ未然防止プログラムの開発
とそれを活用したセミナー等の実施（全5回）

警察での相談 ・警察本部及び各警察署において、面接相談、電話相
談等を実施した。

相談件数 424件（平成21年中）

加害者への対応・
被害者保護

・警察本部及び各警察署において、被害者の保護、加
害者の検挙・指導警告等を実施した。

対策件数 1,061件（平成21年中）
・警察本部及び各警察署において、保護命令発出にか

かる被害者の保護対策を実施した。
対策件数  108件（平成21年中）

ストーカー・ＤＶ
に関する広報・啓
発

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日
～11月25日）に合わせ、11月中をストーカー及び配
偶者暴力排除広報強化月間として、啓発に努めた。

警察本部生活安全部
生活安全企画課

・警察本部及び各警察署において、ラジオ、インター
ネット、ミニ広報誌等の各種広報媒体を通じ、スト
ーカー及び配偶者暴力被害の早期届出､警察での対
策内容等を広報した。

健康福祉部こども家
庭室

・平成18年3月に策定した「三重県ＤＶ防止及び被害
者保護・支援基本計画」に基づき、取組を実施する
とともに、平成21年3月同計画を見直し改定を行っ
た。

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

警察本部生活安全部
生活安全企画課

警察本部生活安全部
生活安全企画課

健康福祉部こども家
庭室
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Ⅳ－Ⅱ－３ Ⅳ－Ⅱ－３

３ セクシュアル・ハラスメント対策の推進

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

男女共同参画セン
ターでの相談

・男女共同参画センター「フレンテみえ」で、男女共
同参画に関する電話相談、面接相談を実施
うち、セクシュアル・ハラスメントに関する相談

  件数 8件

生活・文化部男女共
同参画・ＮＰＯ室

人権センターでの
相談

・人権センターの人権相談において、セクシュアル・
ハラスメントに関する相談対応数 1件

生活・文化部人権セ
ンター

労働相談の実施 ・勤労者からの労働に関する相談を実施するととも
に、男女雇用機会均等法の周知に努めた。

生活・文化部勤労・
雇用支援室

セクシュアル・ハ
ラスメントの防止

・セクシュアル・ハラスメントに係る教職員の綱紀粛
正及び服務規律の確保について、市町等教育委員会
や県立学校長等へ通知（2回）を行い、趣旨の徹底
を図った。

教育委員会事務局人
材政策室

ネットワークを利用した職員研修講座「ネット
ＤＥ研修」の男女共同参画やセクシュアル・ハラス
メント防止、ＤＶ防止に関する講座のコンテンツを
設け、各教職員の視聴や、職場内研修会での利用を
呼びかけた。

児童生徒・教職員
等対象の教育相談

・総合教育センターにおいて、児童生徒や教職員、保
護者を対象としたセクシュアル・ハラスメントに関
する教育相談を行った。

教育委員会事務局研
修企画・支援室

相談件数  1件
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Ⅳ－Ⅱ－４ Ⅳ－Ⅱ－４

４ 性犯罪、売買春、ストーカー対策等の推進

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

有害図書の指定 ・三重県青少年健全育成条例に基づき、青少年にとっ
て有害な図書等を指定

健康福祉部こども未
来室

立入活動の実施 ・三重県青少年健全育成条例に基づき、立入調査員に
よる書店・コンビニなどへの立入調査活動を実施

     延べ活動回数 3,392回

健康福祉部こども未
来室

関係団体との啓発
活動実施

・市町・関係機関・団体等と連携し、県内各地で非行
  防止、啓発活動等青少年対策活動を実施

健康福祉部こども未
来室

延べ活動人数 72,611人

警察担当職員対象
の研修

・犯罪被害者支援及び安全相談を担当する警察職員を
対象に、技能向上のための研修を実施した。

警察本部警務部
広聴広報課

性犯罪被害者への
支援活動の実施

・「被害者の手引き」を配布するとともに、診断書料
等について公費支出制度を活用し被害者の負担軽減
を行った。

警察本部警務部
広聴広報課

ストーカー事案の
認知

・警察本部及び各警察署において、面接相談の結果、
  ストーカー事案の認知を行った。

認知件数 225件（平成21年中）

加害者の対応 ・警察本部及び各警察署において、ストーカー規制法
  に基づく検挙、警告等を実施した。

対策件数   286件（平成21年中）

小冊子の配布 ・ストーカー対策小冊子を被害者及び関係者に配布し
た。

警察本部生活安全部
生活安全企画課

ストーカー・ＤＶ
に関する広報・啓
発

・「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11月12日
～11月25日）に合わせ、11月中をストーカー及び配
偶者暴力排除広報強化月間として、啓発に努めた。

警察本部生活安全部
生活安全企画課

・警察本部及び各警察署において、ラジオ、インター
ネット、ミニ広報誌等の各種広報媒体を通じ、スト
ーカー及び配偶者暴力被害の早期届出､警察での対
策内容等を広報した。

人身取引防止に関
する取組

・被害者の立場に十分配慮した相談・保護活動に努め
るとともに、人身取引防止に関する広報を実施し
た。

警察本部生活安全部
生活環境課

防犯灯の設置推進 ・夜間等の路上犯罪を防止するため、自治体や関係機
関団体等と連携し、防犯灯の設置を推進した。

警察本部生活安全部
生活安全企画課

女性被害捜査員の
配置

・警察本部及び警察署に「女性被害捜査員」を配置
（配置数112人）し、特に女性被害者に対して、被

  害者心情に配慮した捜査活動を推進した。

警察本部刑事部捜査
第一課

警察本部生活安全部
生活安全企画課

警察本部生活安全部
生活安全企画課
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Ⅳ－Ⅱ－４ Ⅳ－Ⅱ－４

事 業 平成21年度事業実施概要 担当室

配偶者暴力相談
支援センター事業

・女性相談所を配偶者暴力相談支援センターとして位
置づけ、関係機関と連携し、総合的な支援を実施
し、またさらに心理判定員や精神科医師などの専門
職員による心のケアも実施した。

健康福祉部こども家
庭室

相談件数 1,315件（うちＤＶ 395件）

女性相談員の配置 ・女性相談所、各福祉事務所に女性相談員を8人配置
し、身近に相談できる体制を整備

健康福祉部こども家
庭室

少年の福祉を害す
る犯罪への取組

・少年の福祉や心身に有害な影響を与える犯罪の取締
りを実施するとともに、関係機関と連携し、被害児
童の保護・支援を実施した。

警察本部生活安全部
少年課
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